令和８年太子町要綱第14号

太子町指名競争入札実施要綱
　太子町郵便入札実施要綱（令和３年太子町要綱第44号）の全部を改正する。
（趣旨）

第１条　この要綱は、本町が発注する建設工事（建設業法（昭和24年法律第100号）第２条第１項に規定する工事をいう。）、測量・コンサルタント業務、物品購入及び業務委託等の契約に係る指名競争入札の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

（指名の通知等）

第２条　町長は、太子町請負業者等選定規程（昭和54年規程第２号）に基づき入札参加者を指定したときは、太子町財務規則（平成元年太子町規則第１号）第126第２項に規定する通知書（以下「通知書」という。）により選定業者へ通知するものとする。

　（質問及び回答）

第３条　入札参加者は、設計図書等に関して質問があるときは指定された期限及び方法により質問書を提出するものとする。

　（入札書等の提出）

第４条　入札参加者は、次に掲げる書類（以下「入札書等」という｡）を一般書留郵便又は簡易書留郵便等による郵送又は持参の方法により、提出しなければならない。この場合において、提出に要する費用は入札参加者の負担とする。

(１)　入札書

　(２)　工事費内訳書（工事の場合）

　(３)　その他仕様書等で定める書面

２　入札参加者は、入札書等を長形３号封筒に入れ、のり付けのうえ、封筒の表に宛先を記載のうえ、「入札書在中」と朱書きし、封筒の裏には件名、開札日及び入札者の名称・所在地を記載し、開札日の前日までに到着するように提出しなければならない。ただし、開札日の前日が、土曜日、日曜日又は休日に当たるときはこれらの日の前日をもってその期限とみなす。

３　提出された入札書等は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。
　（入札書等の受領等）

第５条　入札担当職員は、前条第1項により提出された入札書等を開札日の前日までに受領し、開札日時まで厳重に保管するものとする。
（入札の辞退）
第６条　入札参加者は、入札を辞退しようとするときは、開札日の前日までに入札辞退届を書面により町長に提出しなければならない。
　（開札の立会い）

第７条　町長は、開札の際、当該入札事務に関係のない職員を１名以上立ち会わせるものとする。
（開札）
第８条　開札は原則公開とし、通知書で示した開札日時に行うものとする。
２　開札の結果、落札となるべき価格の入札をした者が２者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。この場合において、落札となるべき価格の入札をした者は、くじを辞退することはできない。

（くじの方法）
第９条　前条第２項のくじの方法は、次のとおりとする。

(1) 　入札参加者は、あらかじめ入札書に任意の３桁の数字（以下「く
じ用数字」という。）を記載する。

(２)　開札立会人により３桁の乱数を抽選で決定する。
(３)　同価格で入札した者のくじ用数字にそれぞれ乱数を加えた下３
桁の数字をくじ値とし、くじ値が最小値の者のくじ番号を０として、
入札参加有資格者名簿の業者番号の昇順にくじ番号を付す。業者番号が最大の者までくじ番号を付したとき、くじ番号を付していない者がある場合は、業者番号の最小の者に戻り残りの者に続けてくじ番号を昇順に付す。

(４)　同価格で入札した者の入札書に記載されているくじ用数字の合
計に第２号で決定した乱数を加え、同価格で入札した者の数で除した
余りの数と前号の規定により付された番号が一致した者を同価格にお
ける最上位の順位とし、他の者は前号の規定により付された番号の昇
順に順位を付すものとする。

(５)　前２号の場合において、入札書にくじ用数字が記載されていない
とき又はくじ用数字の記載が不鮮明であるときは、くじ用数字を０とみなすものとする。

（６） 前３号の場合において、最低の価格以外で同額となった者が２者以上の場合における順位の決定についても同様に行うものとする。

 (７)　入札参加資格に複数の登録業務を指定している場合で、同一業者において、指定業務ごとに業者番号が存在する場合は最小の業者番号を使用することとする。
２　前項の規定にかかわらず、別にくじの方法を定めた場合は、その定めによるものとする。
（入札結果の通知）
第10条　町長は、入札により落札者を決定した場合は、速やかに入札参加者に入札結果を通知するものとする。
（入札の無効）

第11条　次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。この場合において、無効とした入札書等は返却しないものとする。

(１)　入札に参加する資格のない者のした入札

(２)　第４条第１項及び第２項に規定する方法によらない入札
（３） 代理人のした入札
(４)　入札書等が指定する到達期限までに送付先に到達しない入札
(５)　同一入札について、２通以上の入札書等を提出した入札
(６）　指定封筒に記載された事項と同封された入札書等に記載された事項が異なる入札
(７)　入札書等その他必要とされた書類が同封されていない入札
(８)　１枚の封筒の中に、複数の案件の入札書が同封された入札
(９)　封筒に記載の案件名又は差出人と同封された入札書等に記載の案件名又は入札者が相違する入札
(10)　入札書等に入札金額、入札者の氏名若しくは押印のない入札又はこれらが鮮明でない入札
(11)　入札金額を訂正した入札
(12)　入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金が納付されていない入札又はその金額が所定の額に達していない入札
(13)　談合その他不正の行為があったと認められる入札
(14)　前各号に定めるもののほか、入札に関する条件に違反した入札
（入札の中止等）
第12条　町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、入札を中止又は延期することができる。

(１)　入札参加者に連合その他不穏な行動があり、公正な入札の執行に支障があると認められる場合

(２)　災害その他やむを得ない特別の事情がある場合

２　前項の規定による入札の中止又は延期により、入札参加者に損害が生じても、本町はその損害を補償しないものとする。

　（その他）

第13条　この要綱に定めるもののほか、指名競争入札の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
　　附　則
この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
